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何を考えてるかということが最終的な方向性か

と思います。そんなこんなで、地域の底力をど

うやって酌み上げるかということが我々の仕事

かと思いますし、もう一回、市長から、地域の

底力をどういうふうに酌み上げて生かしていく

のだということの所見をお聞きしたいと思いま

す。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 さきの県道につきましては、企

画調整課長、建設課長ともいろいろ協議して、

県のほうに要望してまいりたいというふうに思

います。 

 あとは、ハード事業の件については、例えば

今回の第２次まち交については、まちづくり交

付金事業というのは基本的に都市計画区域内で

すから、中央地区が対象地域なんですね。です

から、ほかの地域では残念ながらその事業でき

ないということがございますし、西根に光が当

たらないというのは……。 

（「北部地域だ」の声あり） 

○内谷重治市長 済みません、北部地域ですね。

ということについては、感じとして南のほうば

っかりじゃないかというのは、渋谷議員おっし

ゃいますが、例えば私のところの今泉、光が当

たらないってみんな思ってるんですよ、実は。

どこの地域も同じなんですよ。ただ、西根の場

合は古代の丘があったり、すばらしい資源がた

くさんあるわけで、それをどういうふうに生か

すかというところについては、やっぱり市でも

ハードも含めていろいろ考えなきゃいけないと

いうふうに思ってます。 

 やはり地元の皆さんがそういうふうに考えて

おられるというのはよくわかりますので、これ

から先を見据えてどういうふうな北部地域にし

たいのか、長井市全体をどういうふうにして活

性化をするかということを、やはりみんなで知

恵を出し合っていかなければいけないんじゃな

いかなというふうに思います。ぜひ議員のほう

からも具体的にこういったことをやるべきだと、

地域ではこういうことをやるから市ではここを

支援しろというのがやっぱりもともとのその地

域の活性化のための、特効薬はありませんので、

そこからスタートするべきじゃないのかなとい

うふうに思います。 

○蒲生光男議長 12番、渋谷佐輔議員。 

○１２番 渋谷佐輔議員 わかりました。とにか

く地域間によって格差感を感ずるような市政で

なく、均衡ある長井市の発展、まず大原則にひ

とつ頑張っていただくようご期待申し上げ、質

問を終わります。ありがとうございました。 

○蒲生光男議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５９分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○蒲生光男議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 竹田博一議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位８番、議席番号６番、

竹田博一議員。 

  （６番竹田博一議員登壇） 

○６番 竹田博一議員 私は、本定例会に当たり、

通告している長井市行財政改革推進方針、日本

一幸せに暮らせるまち長井について質問させて

いただきます。 

 内閣府は、国内総生産ＧＤＰなどの経済統計

ではあらわせない国民の幸福度をはかる指標の

試案をまとめました。試案は、心の幸福感を基
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本として、経済・社会状況、心身の健康、家庭

や社会との関係性の３つを指標の大枠として設

定。貧困率や育児休暇の取得率など客観的な統

計のほか、他者や政府への信頼感、放射線量な

どへの不安といった主観的な項目も採用。その

他家庭や企業などが排出する温室効果ガスなど

環境への取り組みも指標としたとあります。 

 幸福度に関しては、先月ブータン国王が来日

し、ブータンが国民の豊かさをあらわす独自の

指標、国民総幸福量を掲げているといいます。

そして、大部分の国民が幸福を感じているとい

うことに、驚きとうらやましい気持ちになった

ところであります。 

 さて、長井市の人口は３万人を割り込み、将

来の人口予測は非常に厳しい状況にあります。

長井市が元気になるためには３万人都市復活に

向けた事業が不可欠であり、縮んだ長井市にな

らないためにも、人口の増加を第一の目標に掲

げるのは当然のことと思います。予測でありま

すが、少子高齢化による市財政への影響が深刻

となる2020年代に向けた準備期間として非常に

重要な５年間ととらえ、子育て支援と教育環境

を充実させ、人口増加につなげるというふうに

しています。その手法についてお伺いいたしま

す。 

 とりわけ出産育児一時金について伺います。

現在、加入している健康保険から出産費用の補

助として42万円が支給されております。原則と

して医療機関等への直接支払いとなっておりま

す。公立置賜総合病院の話によりますと、出産

費用は、例えば日中で正常分娩の場合は52万円

ほどの請求になるとのことであります。差し引

き10万円から12万円程度、自腹を切って支払い

しなければならない状況であります。それが夜

間であったり難産であったりした場合は、それ

以上支払わなければならなくなります。こうの

とり祝金も廃止になった今、分娩費用ぐらいは

自腹を切らないで安心して出産できるような温

かい心遣いが必要かと思いますが、ご所見をお

伺いします。 

 次に、22年度から始まった高校授業料の無償

化について伺います。家庭の状況にかかわらず

高校生が安心して勉学できるように、授業料相

当額を助成して実質的に授業料を無料にするも

のです。その実態をお伺いいたします。 

 また、教育環境の充実とはどういうことなの

か。教育といっても子供から大人まで幅広い分

野があります。このことで人口の増加を促すと

はどういうことなのかお伺いいたします。 

 次に、市民に信頼される市役所づくりで、職

員の評価の実施について明確な評価制度導入と

給与への反映を実施するとありますが、このこ

とについてお伺いします。市の職員は、私的に

見るところでは、お客様のニーズに即応すべく

一生懸命に働いていると思います。特に夏季、

夏場においては猛暑の中、冷房設備のないとこ

ろで汗だくになっている姿を見るとき、職場環

境の改善のことが頭をよぎります。職員評価の

実施については、だれが評価するのか、そして

給与への反映はどういうことなのか。私は、給

与への反映については行き過ぎではないか、慎

重に考えるべきだと思いますが、ご所見をお伺

いします。 

 次に、組織機構の見直しについて、時代のニ

ーズに対応する組織とするとあります。そのこ

とについては否定するものではありません。む

しろ、そのときのニーズに合わせて事務の効率

化と迅速化を図るべきだと思います。しかし、

ニーズというのはそんなに短期間に変わるもの

でもありません。ころころ変えずに今の組織機

構でじっくりいくべきだと思っております。ご

所見をお伺いします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。（拍手） 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 竹田博一議員のご質問にお答え
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いたします。 

 私のほうからは、まず最初、長井市行財政改

革推進方針の中の出産祝い金についてお答え申

し上げたいと思います。 

 これは大きく、子育て支援と教育環境を充実

させ人口増を促す手段としてということでござ

いますが、竹田議員のほうからは、ぜひ特に、

出産費用と実際の支援いただける金額との差額

があるので、せめてその分を配慮すべきではな

いかというご提言でございます。 

 出産祝い金についてでございますが、平成５

年に長井市はこうのとり祝金制度を創設されて

おります。これは第３子以降が出生したときに

５万円、小学校入学時に10万円が支給されるも

のということでございまして、この当時は画期

的なやっぱり祝い金制度だったというふうに思

います。私の知る範囲では、この時期に祝い金

を支給してたのは長井市だけではないのかなと

いうふうに思っております。これは第１子、第

２子は出ない、第３子以降ということであった

ようでございます。これが平成15年度に広範囲

の子育て支援制度の充実が図られたということ

を理由に廃止されておりますが、やはり当時、

長井市の行財政改革の中で、なかなか財政状況

が厳しいということもあって議会でも承認され

たものというふうに思いますが、平成21年度に

ようやく、経過措置を行っておりましたので、

終了したところでございます。 

 議員からありましたように、出産育児一時金

の支給額が42万円で、公立置賜総合病院におけ

る実際の分娩費の負担がおおむね52万円から54

万円程度であるということを考えると、やっぱ

り議員おっしゃるとおり出産祝い金を支給する

ことで安心して出産することができ、有用な子

育て支援策というふうに考えることができると

思います。 

 子育ては長期間にわたり続いていくというこ

と、また、子供が成長していく過程で医療や保

育などの子育て支援を充実させていくことも必

要だというふうに考えておりまして、長井市の

場合は、まだ現在のところ完全に財政的な将来

的な展望はそういった支援までできる状況では

私はないというふうに考えておりまして、まず

今回は、検討はさせていただきましたが、見送

らざるを得ないのかなというふうに思います。 

 なお、この出産祝い金について、13市の中で

南陽市だけが、たしか去年から行ってるんだと

思いますが、これは出産祝い事業として第１子

出生時に商品券５万円分、第２子のときも５万

円分、第３子出生のときは金額として10万円を

支給するというもののようでございます。ちょ

っとどのぐらいの支給状況があるかはわかりま

せんが、子育て支援とか、特に保護者の中から

評価の高い東根であったり天童もしてないとい

う状況の中で、南陽市さんは頑張ってるなとい

うふうに思っております。 

 また、置賜では、あと飯豊町がふるさと定住

いいですね条例というのをつくりまして、子育

て家庭への経済的支援として、第１子出生時に

商品券３万円分、第２子出生時に同じく３万円

分、第３子出生時に10万円を支給すると。南陽

市さんの場合は商品券が３万円のところ５万円

ということで、よりすぐれてるということです

が、行ってるようでございます。 

 あとは、ほかの市町村はやっていない状況で

ございますが、やはり、議員からありました出

産一時金５万円を飯豊町は上乗せして助成して

るということで、大変うらやましいと、長井市

でもぜひやりたいというふうには思いますが、

例えば13市の中で小学校６年生まで医療費の無

料化、ゼロ歳児からしてるのは天童市と長井市

と尾花沢市だけなんです。南陽市は、これして

ないです。 

 私ども、それで6,000万円近く経費かかって

るわけですけども、この出産の祝い金を行いま

すと、例えば昨年は230名ぐらいいらっしゃい
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ますので、商品券５万円分ぐらいとすると

1,150万円ぐらいということですが、それが２

子、３子ということでやったとしても、やっぱ

り1,000万円から2,000万円の間ぐらいなのかな

というふうに思います。ただ、長井市としてそ

の前にしたいことは、やっぱり中学校３年生ま

でぜひ医療費を無料にしたいと。そうしますと、

これがさらにやっぱり三、四千万円はかかるだ

ろうというふうに見ておりまして、まだそれが

できてない状況なもんですから、竹田議員がお

っしゃることもよくわかりますが、市としては

状況を見定めながら、まずは中学３年までの医

療費の無料化を完全実施し、その後、財政状況

も勘案しながら出産の祝い金について検討して

いくべきなのかなということで、残念ながら今

後の課題にさせていただきたいというふうに思

います。 

 それ以外にも、実は子育てについては、議会

からもご承認いただいてたくさん充実させてい

ただいているというふうに思ってます。例えば

認可保育所、児童センターの多子世帯の負担軽

減事業の実施だったり、あと、ほかの市町村よ

り遅れておりました幼稚園への支援も厚く去年

からさせていただいたところですし、来年度か

ら児童センターの延長保育の実施、また学童ク

ラブ、小学校の放課後の児童クラブなんですが、

私どもはいち早く小学校６年までしております

が、小学校６年までしてる市町村は本当に数少

ないです。天童とうちだけだと思ってます。で

すから、そういったところでも厚くやっている

つもりでございまして、あとは財政状況、やは

りよくなったらそういったところを充実させて

いただきたいというふうに思いますので、よろ

しくご理解賜りたいと思います。 

 次に、２点目の、私のほうから教育環境につ

いてということでございます。 

 議員のほうからは、子育て支援と教育環境を

充実させ人口増を促す手段としてどんなことを

考えてるのかということでございますけれども、

議員おっしゃいますように、子供たちの教育と、

それから生涯学習という見方もあるわけです。

これは生涯学習は生涯学習で、やはり生きがい

であったり、あるいは自分なりのライフスタイ

ルとか芸術文化、生活に潤いという点では非常

にこれも重要な部分ではございますが、人口増

という意味では、やはり子供たちの教育環境と

いうことで考えてるところです。 

 その教育環境は何かというと、長井市の教育

をぜひ受けさせたいというような教育、すなわ

ち、今の長井市西置賜の学校教育は非常にすぐ

れていると昔から言われておりました。東南置

賜、あるいは村山のほうからも、長井西置賜の

学校の先生方たちはいろいろ工夫されて大変す

ばらしい教育を行ってるというふうに言われて

おりますが、それをさらにやはりいろんなもの

を学んで、本当に子供たち一人一人の個性、能

力に合った教育の方法というのはさまざまある

だろうということを考えておりまして、それの

一つが、例えば長井の心をはぐくむ教育、また、

ことしで３年目になりましたが、教育の先進国

と言われるオランダ、ヨーロッパに学ぶ教育の

仕方。特にオランダの場合は、ＯＥＣＤ加盟の

27カ国の中でも子供たちの幸福度がナンバーワ

ンであります。また、よく世界指標で言われま

す学力の調査でも常に上位をキープしてると。

残念ながら日本は子供たちの幸福度が非常に低

い、下から何番目の状況でございますので、子

供たちにとって幸せな教育とは何かと、そして

やはり、いじめや、あるいは不登校のない、そ

ういう学校環境をつくりたいと。もちろんハー

ド部分の施設も大分老朽化しておりますので、

それらについては計画的に順次進めてまいりた

いと思いますが、そういった部分を考えてると

ころでございます。 

 もう平成20年から進めておりますが、本当に

ささいなことですけども、例えばブックスター
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ト、これは６カ月健診時に、赤ちゃんに読み聞

かせをするという事業です。お母さんに絵本を

お上げして、そして子供に読み聞かせしてくだ

さいねということを、図書館と連携して、そし

て健康課と連携してやってる事業でございます

が、これは昔から言われておりました。イギリ

スあたりでは先進国ですが、読み聞かせをする

ことによって、結果としていじめ、不登校がな

い、少ないというふうに言われておりまして、

これを昔から実践してるのは北海道の恵庭市で

ございます。また、山形県では鶴岡なども先進

的に進んでるというふうに言われてますが、そ

ういったことも、もう既に長井市は４年前から

行っておりまして、こういったことの積み重ね

がよりよい環境、それが、ぜひ長井市で教育を

受けさせたいと、子育てするなら長井市だとい

うふうなことで人口増を目指していきたいとい

うふうに思ってるところでございます。 

 なお、いろいろご指導いただければありがた

いというふうに思います。 

 ３点目、私のほうからは、（２）の市民に信

頼される市役所づくりについて。まず最初に、

職員評価の導入と給与の反映についてというこ

とでございます。 

 議員のほうからは、職員評価ということにつ

いては、考え方はわかるが実施するのはなかな

か難しい部分もあるんじゃないか、具体的にど

ういうことをしてるかというご質問でございま

した。また、給与まで反映させるにはなかなか

難しい点があるのではということでございまし

た。 

 地方公務員法には、現在のところ、人事評価

制度の導入と能力・実績主義による人事管理の

徹底に関する規定はございません。しかし、公

正かつ客観的な人事評価制度を導入することは、

職員の能力、実績に基づく人事管理の徹底を促

し、さらに評価結果を任用、給与等へ活用する

ことで組織全体の士気高揚、公務能率の向上等

につなげることが期待できると思います。また、

そのことは住民からの信頼を得るためにも重要

であると考えております。 

 また、人事評価制度は人材育成という観点か

らも重要な役割を持っており、人事評価制度の

運用を通じて職員の能力や意欲をあるべき姿に

リードしていくことが期待されると思います。

地方公共団体においては人材力は自治体の経営

力を決める重要な要素の一つと考えており、将

来にわたって市民に良質なサービスを持続的に

提供していくために、常に人材育成を意識した

積極的な取り組みを進めてまいりたいと思いま

す。 

 なお、ことしの８月に長井市人材育成研修プ

ランを策定いたしまして、今後５年間の長井市

における職員研修体制の確立を図ったところで

ございました。導入に当たってですが、議員か

らご指摘のように、段階を踏んで試行期間を経

て慎重に積み上げながら人事評価制度の導入に

取り組んでまいります。現段階ではちょっと時

期尚早、準備不足の感が否めないというふうに

思っております。 

 また、導入に向けての課題ですが、昇給やボ

ーナスで差をつけようとした場合、公正かつ客

観的な人事評価を前提としなければ決定権者の

恣意性が働く余地が大きくなり、結局、おまえ

はめんごい、おまえはおれの言うこと聞かない

からめんごくないと、こういう評価で給与が決

まってしまうと、結果としてはむしろ職員の士

気を下げてしまう事態を招きかねないというふ

うに思っております。上司の目線合わせ、評価

結果のフィードバック手法、苦情対応など、ク

リアすべき事項は多いというふうに考えており

ます。職員の能力、仕事の実績を十分に評価で

きて初めて組織全体の活性化につながるという

ことでございます。 

 現段階での長井市の達成度でございますが、

これは昨年の３月議会で髙橋孝夫議員の予算総
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括の中で答弁させていただいておりますが、こ

れは総務課長が申し上げております。正直申し

上げて、６合目、７合目までも達していないの

ではないかと感じていると、昨年の３月に総務

課長が答弁させていただいているところでござ

います。 

 地方公務員はということで、国におきまして

は平成19年の国家公務員法改正に基づきまして、

既に平成21年４月から新たな仕組みが実施に移

されております。地方公務員についても、平成

19年に能力・実績主義の人事的管理の徹底を図

るため人事評価制度の導入を含む地方公務員法

改正案が国会に提出されましたが、平成21年の

衆議院の解散に伴い、審議未了で廃案になって

るという状況でございます。 

 次に、最後でございますが、市民に信頼され

る市役所づくりの組織機構の見直しでございま

す。議員のほうからは、そのニーズに合った時

代の要請にこたえる組織の改革も必要だが、余

り頻繁に変えないでじっくりやっていくべきじ

ゃないかというようなご指摘、ご提言でござい

ます。全くそのとおりでございます。 

 長井市行財政改革推進方針で触れております

組織機構の見直しについては、現在、具体的な

作業に着手しているところではございませんが、

高度情報化社会の進展などライフスタイルが多

種多様に変化してる現在の状況に対応するため、

常日ごろから組織体制を柔軟に考えていく必要

性を考えております。市民にとっては煩雑な手

続を１カ所でまとめて行えるようなワンストッ

プサービスが理想と考えておりますので、将来

的に実施していけるよう見直しを図ってまいり

たいと思ってますが、長井市でもワンストップ

サービスをしようとしても、実際、物理的に、

本庁舎、第二庁舎、保健センター、教育委員会、

上下水道課ということで６カ所に分かれており

まして、なかなかこれは庁舎の建設等々を含め

て考えなきゃいけない問題であり、そういう物

理的にできない部分もあるなというふうに思っ

てます。 

 なお、私の組織に対する考え方でございます

が、例えばきのう、あるいはきょうの議論でも

たくさんご指摘、ご提言いただきましたけれど

も、これからさまざまな事業に絡む計画の策定

であったり、あるいは事業を推進する上で必要

な部分というのはたくさんございます。例えば

今、建設課の中に、土地の、いわゆる用地の交

渉をする用地係的な部分があるわけですけども、

しかし、それは建設課だけではなくて、例えば

事業を行うまち・住まい整備課であったり、い

ろんな事業を進めなきゃいけない商工振興課で

あったり、あるいは工業団地の用地をどうする

かといった部分であったりとか、また今後、本

町の街路事業とか駅前通りの街路事業、さまざ

まな事業、各課にわたってそういう用地に関す

るところがございます。それをそれぞれに一人

ずつ担当を置くということは、残念ながら今の

段階でできません。かといって課をまとめるこ

とができませんので、そういったところは係を

少し担当者をふやして室にするとか、あと、今

度、農林課では、ずっと懸案であった国調、こ

れもやっぱりもう先送りはなかなかできないだ

ろうと、そういった場合、国調も土地と密接に

関係あります。そういった部分等々のところは

考えていかなきゃいけないんじゃないかと。 

 これは一つの例でありまして、それ以外にも

たくさんございます。ですから、それは余り逆

に組織は変えないものということではなくて、

ほかの市町村あるいは県などを見ますと、かな

り大幅に２年か３年に一遍ぐらい名前はころこ

ろ変わってる。これも問題だなとは思いますが、

そんな考え方で慎重にやりながらも、ぜひ議会

の皆様からもご指導いただきながら、市民のご

要望にこたえられる、あるいはこれからの事業

が円滑に進むような組織も考えていかなきゃい

けないというふうに思います。以上でございま
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す。 

○蒲生光男議長 鈴木一則管理課長。 

○鈴木一則管理課長 竹田議員のご質問のうち、

高等学校の授業料の無償化についての実態につ

いてお答えをいたします。 

 平成22年４月から、公立高等学校の授業料無

償化及び高等学校等就学支援金制度が国で実施

されております。公立高校の生徒につきまして

は、授業料を不徴収として地方公共団体に授業

料相当額が国費から負担されてございます。ま

た、私立の高校生につきましては、就学支援金

として一定額が助成されております。実際的に

は、平成21年度までは公立高校生１人当たり月

額9,900円、年額にいたしますと11万8,800円の

授業料負担がありましたが、これが22年度の本

制度実施以降につきましては、この費用負担が

なくなったこととなります。 

 また、私立高校生につきましても月額9,900

円が支給されておりますが、このほかに保護者

の所得に応じまして、年収が250万円未満程度、

市町村民税の所得割額が非課税世帯につきまし

ては２倍の１万9,800円、それから250万円から

350万円までは、市町村民税所得割額が６万300

円未満の世帯につきまして1.5倍の１万4,850円

が支給されております。これでも私立の場合は

高額というふうなところがございますので、県

の独自の授業料軽減事業というのがございまし

て、国の就学支援金の支給とあわせまして家庭

負担の一層の軽減が図られておるところです。

県の上乗せの補助につきましては、年収450万

円未満の世帯に4,950円を上限に補助が行われ

ております。この結果、250万円未満の世帯に

つきましては、ほぼ授業料が無償化となってい

る状況でございます。以上でございます。 

○蒲生光男議長 種村正一子育て支援課長。 

○種村正一子育て支援課長 竹田博一議員のご質

問にお答えします。 

 私のほうからは、出産祝い金に関連して国の

新しい制度の動きについて説明させていただき

ます。 

 現在、社会保障制度と税の一体改革にあわせ

て、子ども・子育て新システムの創設が検討さ

れております。新システムの子育てに関する給

付制度については、産前産後から子供の成長に

合わせ切れ目なく保障される仕組みの充実を目

指すとあります。新たな制度で出産時の給付内

容なども充実されてくると思われます。 

 本市におきましては、市長からも話がござい

ましたが、子供たちが健やかに成長でき、安心

して子育てができるよう、保育や医療支援をは

じめ多様な子育て支援サービスの充実に努めて

まいりたいと考えております。以上でございま

す。 

○蒲生光男議長 ６番、竹田博一議員。 

○６番 竹田博一議員 それぞれご答弁まことに

ありがとうございました。 

 市長にお聞きしますけど、話の中で、中学３

年までの医療の無料化を考えているというよう

な話でしたが、それでよろしいんですか。それ

はいつからというふうにお考えですか。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 残念ながら来年度の予算に組み

込めるかどうかは、ちょっとこれから来年度の

状況の中で見ていかなきゃいけないというふう

に思ってますが、少なくとも実質公債費比率が

18％を下って、ようやく普通の市町村並みにな

ったなというあたりを状況を見ながら考えてい

きたいと思っております。やはりこれらについ

ては全くの市の単独の事業です。金額も恐らく

この出産祝い金よりは高額になるかと思います

ので、その辺の見きわめをしながら、できるだ

け早く実現に向けて努力したいと考えておりま

す。 

○蒲生光男議長 ６番、竹田博一議員。 

○６番 竹田博一議員 長井の教育を、受けさせ

たい教育をするんだというような市長のお話で
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した。受けさせたい教育というのは、何か魅力

とかメリットがなければ長井市に行ってまで受

けたいというようなことは起きないと思うんで

すが、何か特徴的なものはあるんでしょうか。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 これは、教育もお金をかければ

いい教育ができる、あるいはこれをやったら来

年からすばらしい教育になるということでは残

念ながらないと。やっぱりある程度時間がかか

るものだと思っております。 

 その中で私のこれからの認識としては、例え

ば昨日もＴＰＰの話がありました。ＴＰＰは本

当に慎重に進めてもらわないと私たちの市民生

活そのものが破壊される、あるいは農業、産業

が大変な危機の状況に陥ってしまうということ

があるわけですが、いま一つ言えることは、教

育も、これ世界標準、世界基準に合わせざるを

得ないときが必ず来ます。そのＴＰＰの議論の

中で言われておりました、日本はまだ鎖国の状

況なんだと、これは言い過ぎだろうというふう

に私は思いますが、しかし、確実に言えるのは、

教育が鎖国の状況なんです。 

 例えば今のような日本の受験制度を採用して

る国というのは、もはや隣の韓国と日本しかな

いというふうに言われております。例えば大学

へ入って、今、日本人の海外の大学への留学っ

て非常に少ないわけですが、ほかの例えばヨー

ロッパ、中国はもちろんですが、アメリカ、北

米、南米、そういった大学などは、ほかの国の

大学へ留学した場合、自国でいたときと同じよ

うに単位が取得できるんですが、日本と韓国だ

けはできません。これは何かというと、受験制

度がほかの国と違うからなんですね。その受験

制度によって、実は大きく今の義務教育が、本

当に子供たちの個性とか人格、一人一人の個性

に合わせた教育がそこで阻害されてしまう要因

というのは受験制度にあるというふうに言われ

ていまして、これらについては近い将来、多分

アメリカその他、世界に合わせなきゃいけなく

なるだろうと。そのときに初めて国も変わるわ

けですが、それからではなくて、長井市はそれ

を想定したような一人一人の子供の個性あるい

は幸せ感を持てるような、学校に行くのが楽し

くなるような、そういった教育を目指してまい

りたいということであります。 

 残念ながら、具体的に、じゃあどうすんだと

いうことで、すぐこうこうこういうふうにしま

すよというふうには、今ここでは申し上げられ

ないのが残念なんですが、必ず３年５年かけな

がら、これからそういうふうにほかの市町村か

らうらやましく思われるような、そんな教育の

あり方を、ぜひ学校の先生方と教育委員会と一

緒になって模索していきたいなというふうに思

っております。 

 同時に給食なども、今はちょっと大変な、調

理場なども老朽化してるわけですけども、いろ

いろ地元の地産地消で長井市の給食はおいしい

ねと、ほかの市町村にうらやましがられるよう

な、そういったものもやっぱり模索したいとい

うふうに思っております。 

○蒲生光男議長 ６番、竹田博一議員。 

○６番 竹田博一議員 また教育のことでありま

すけども、先ほどオランダの教育ということが

出ました。オランダの教育というのは、リヒテ

ルズ直子さんの講演を、私、１回か２回聞いた

ことあるんですけど、複式学級がいいんだとい

うような内容だったと思いますけど、伊佐沢小

学校も25年には複式になる可能性が出てきたと

いうようなことでありますが、そのことについ

て一言、ご意見がありましたらお願いしたいと

思います。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 教育委員長がいらっしゃいます

ので、私からだけ申し上げるのは大変恐縮なん

ですが、複式学級についてももちろん一長一短

があって、いいところと悪いところがあるわけ
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ですけども、そのリヒテルズ直子さんがいろん

な教育方法を紹介してますが、オランダの場合

は、その学校学校によって教育の方法が違うん

ですね。そういう自由があるわけですけども、

そして評判のいい学校に、学区なんてありませ

んから、子供たちが保護者が集まるんですね。 

 ということの中で、お聞きしますと、複式学

級のいいところは、結局、学年が違う子供が一

緒にいるわけですから、自分で自分の学習の目

標を立てて自分で管理することを小さいうちか

らこれは覚えなきゃいけないと。そして同時に、

今の学校の基本的なスタイルですよ、これは一

概に言えないんですが、やはりわかってる子も

わかってない子もいるのに、どっかの標準に合

わせて授業はどんどんカリキュラム進めなきゃ

いけないわけですね。そこがわかってない子供

には非常に酷なわけですね、わからないけど先

にどんどん行くと。ところが、わかる子にとっ

てみれば非常にもどかしいと、おれはもっとや

りたいんだと、僕は私はやりたいよと。だけど、

どっかに合わせなきゃいけないという今スタイ

ルをとってますから、それが複式学級の場合で

すとその子供子供に対して１対１で先生が全部

管理して、いろいろコミュニケーションをとり

ながら進めていくことができる。弊害はありま

すよ。あとは、例えば下の子供に対して、上級

生になったとき教えてあげることができる。そ

れが非常に教える側にも教えられる側にもプラ

スの部分があるんだというふうに言われており

ます。 

 私は、そういったことで複式学級は必ずしも

望ましい形ではないんですが、だからといって

マイナスばかりでもないだろうというふうに考

えています。 

○蒲生光男議長 ６番、竹田博一議員。 

○６番 竹田博一議員 ありがとうございました。 

 ただ、近隣の市町村、自治体は、複式学級解

消というような方向に行ってると思います。そ

んな中で、複式学級がいいんだというようなこ

とではうまくないというふうに思います。今の

保護者は、自分の子供には本当に金をかけても、

いい優秀な学校というかね、就職できるように、

そういう教育面では本当に力を入れていると思

いますが、複式学級というのは、今、市長が言

いましたように、いい面もあれば悪い面もある

というふうなことでしたが、デメリットのほう

が多いんじゃないかと、これからは視野の広い

観点、目を持たせて、そういうふうないい環境

のもとで授業をさせたらいいんじゃないかなと

いうふうに私は思っております。 

 次の、市民に信頼される市役所づくりについ

てですが、職員評価導入と給与への反映という

ことで、給料が上がる人もいれば下がる人もい

るということですか。 

○蒲生光男議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 私の先ほどの答弁では、具体的

に職員評価制度をして給与を上げるとか下げる

とかということは、まだ道半ばであり難しいと

いう話をしてるんであって、上げるとか下げる

という話はしておりません。 

 なお、今の考え方について総務課長のほうに、

これは総務課長のほうが実際いろいろ携わって

るもんで、答弁させてもよろしいですか。 

○蒲生光男議長 はい。 

○内谷重治市長 じゃ、総務課長のほうから答弁

いたさせます。 

○蒲生光男議長 飯澤常雄総務課長。 

○飯澤常雄総務課長 それでは、お許しを得て私

から答弁いたします。 

 まず、だれが評価するという部分のご質問で

ございますが、これは長井市のような規模であ

れば、考えられるのは課長職であると、これは

あくまでまだ実施も何も決まったことではあり

ませんけども、想定されるとすれば課長職とい

うことになるんだろうと思います。やっぱり人

口の大きな自治体、職員の数の大きな自治体で
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すと、係長、これが第１次の評価者というふう

になってるような自治体も当然ございますが、

長井市のような規模の場合ですと課長だという

ふうに考えられます。 

 それから、給与への反映ということでありま

すが、これは現在、給与の号俸を、４号俸とい

う形で上がるんですけども、その上げ方ですね、

４の場合、あるいは６の場合、特別に優秀な場

合ですと８とか、そういう制度自体はございま

すが、ですが、長井市の場合は現在は給料、そ

れから手当、勤勉手当等でございますが、こち

らのほうへの反映ということは現在はしており

ません。以上です。 

○蒲生光男議長 ６番、竹田博一議員。 

○６番 竹田博一議員 ぜひ余りそういうことを

しないで、市役所の職員に今までどおり頑張っ

ていただくようにお願いしたいというふうに思

います。 

 以上で質問を終わりたいと思います。ありが

とうございました。 

 

 

 髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○蒲生光男議長 次に、順位９番、議席番号13番、

髙橋孝夫議員。 

  （13番髙橋孝夫議員登壇） 

○１３番 髙橋孝夫議員 お疲れさまでございま

す。もうしばらくおつき合いをいただきたいと

思います。 

 私は、市民生活の向上を願いながら一般質問

を行います。通告をしております３点について

順次質問を申し上げますので、明快な答弁をい

ただきますようにお願いをしておきたいと思い

ます。 

 なお、私は、答弁者に教育長を指名をしてお

ります。教育長はきょうは欠席ということです

が、私は通告どおり教育長として答弁を求めま

す。答弁については市長と所管課長のところで

調整をいただいて答弁いただきますように、よ

ろしくお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、勤労センターなどを指定管理

者制度による管理とすることについてです。 

 12月定例会に、１つは、これまでの長井市勤

労者テニスコート条例を廃止し、名称を長井市

テニスコートと改め、体育施設として管理する

ための議案第90号 長井市体育施設条例の一部

改正、２つは、長井市勤労青少年ホームを教育

委員会における社会教育施設として管理するた

めの議案第93号 長井市勤労青少年ホーム設置

条例の一部改正案、そして３つは、長井市勤労

センターを構成する施設を教育委員会施設とす

るための議案第96号 長井市勤労センター設置

条例の廃止案が提案をされています。同時に、

議案第97号 長井市一般会計補正予算第６号で

は、長井市勤労青少年ホームなどの指定管理料

として、平成23年度から26年度まで債務負担行

為の補正として3,922万2,000円が計上されてい

ます。 

 この３つの議案と補正予算案は、来年度から

中央地区公民館運営協議会を指定管理団体とし

ていくための各種整備に係るものとされていま

す。勤労センターなどの管理運営については、

指定管理者制度を導入するということでこの間

さまざまな提案が繰り返されてきましたが、な

かなか整理がつかないという状態が続いてまい

りました。特に混在している建物の所有がまち

まちであること、そして複数の団体が同居して

それぞれに活動を展開をしていること、さらに

所管する行政機関も複雑であることなど、整理

しなければならない課題が多かったと感じてい

ます。正式には来年３月定例会に指定管理者指

定の議案を提案をするということになっている

わけですが、現時点でさまざまな課題に対する

整理がどこまで進んでいるのか、将来に向けて




